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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地震時自動診断運転を行うエレベータ装置であって、
　操作されることによって消防運転が要求される消防運転スイッチ装置と、
　前記地震時自動診断運転を行う際に、前記消防運転を行うことができない消防運転不可
異常および前記消防運転を行うことができるものの通常運転を行うことができない通常運
転不可異常のそれぞれについて有無を診断する異常診断装置と
　を備え、
　前記消防運転不可異常があると前記異常診断装置が診断する場合には運転休止となり、
前記消防運転不可異常がないと前記異常診断装置が診断する場合であって前記消防運転が
要求された場合には前記消防運転を行うことを特徴とするエレベータ装置。
【請求項２】
　前記異常診断装置は、前記地震時自動診断運転が行われている途中で前記消防運転が要
求された場合に、前記通常運転不可異常の有無よりも前記消防運転不可異常の有無を優先
して診断することを特徴とする請求項１に記載のエレベータ装置。
【請求項３】
　前記消防運転不可異常および前記通常運転不可異常の何れもないと前記異常診断装置が
診断する場合であって前記消防運転が要求されていない場合には前記通常運転を行うこと
を特徴とする請求項１または請求項２に記載のエレベータ装置。
【請求項４】
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　前記消防運転不可異常がなく前記通常運転不可異常があると前記異常診断装置が診断す
る場合であって前記消防運転が要求されていない場合には前記運転休止となることを特徴
とする請求項１から請求項３までの何れか一項に記載のエレベータ装置。
【請求項５】
　操作されることによって消防運転が要求される消防運転スイッチ装置と、地震時自動診
断運転を行う際に、前記消防運転を行うことができない消防運転不可異常および前記消防
運転を行うことができるものの通常運転を行うことができない通常運転不可異常ののそれ
ぞれについて有無を診断する異常診断装置とを備えたエレベータ装置の運転方法であって
、
　前記地震時自動診断運転を行う地震時自動診断運転工程と、
　前記消防運転不可異常があると前記異常診断装置が診断する場合には運転休止となる運
転休止工程と、
　前記消防運転不可異常がないと前記異常診断装置が診断する場合であって前記消防運転
が要求された場合には前記消防運転を行う消防運転工程と、
　を備えたことを特徴とするエレベータ装置の運転方法。
【請求項６】
　前記地震時自動診断運転工程において、前記消防運転が要求された場合には、前記異常
診断装置は、前記通常運転不可異常の有無よりも前記消防運転不可異常の有無を優先して
診断することを特徴とする請求項５に記載のエレベータ装置の運転方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、地震時自動診断運転を行うエレベータ装置およびその運転方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、地震感知器が地震を感知した場合に地震時管制運転を行い、地震時管制運転が行
われた後、地震時自動診断運転を行うエレベータ装置が知られている。このエレベータ装
置では、地震時自動診断運転において異常が検出されなかった場合に通常運転を行い、地
震時自動診断運転において異常が検出された場合に運転休止となる（例えば、特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－５７１９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、地震時自動診断運転において、消防運転を行うことができるものの通常
運転を行うことができない程度の軽微な異常が検出された場合には、エレベータ装置は、
運転休止となってしまい、消防運転が要求されても消防運転を行うことができないという
問題点があった。
【０００５】
　この発明は、より確実に消防運転を行うことができるエレベータ装置およびその運転方
法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係るエレベータ装置は、地震時自動診断運転を行うエレベータ装置であって
、操作されることによって消防運転が要求される消防運転スイッチ装置と、地震時自動診
断運転を行う際に、消防運転を行うことができない消防運転不可異常および消防運転を行
うことができるものの通常運転を行うことができない通常運転不可異常のそれぞれについ
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て有無を診断する異常診断装置とを備え、消防運転不可異常があると異常診断装置が診断
する場合には運転休止となり、消防運転不可異常がないと異常診断装置が診断する場合で
あって消防運転が要求された場合には消防運転を行う。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明に係るエレベータ装置によれば、操作されることによって消防運転が要求され
る消防運転スイッチ装置と、地震時自動診断運転を行う際に、消防運転を行うことができ
ない消防運転不可異常および消防運転を行うことができるものの通常運転を行うことがで
きない通常運転不可異常のそれぞれについて有無を診断する異常診断装置とを備え、消防
運転不可異常があると異常診断装置が診断する場合には運転休止となり、消防運転不可異
常がないと異常診断装置が診断する場合であって消防運転が要求された場合には消防運転
を行うので、地震時自動診断運転において、消防運転を行うことができるものの通常運転
を行うことができない程度の軽微な異常が検出された場合には、エレベータ装置は、消防
運転が要求されることによって消防運転を行うことができる。その結果、エレベータ装置
は、より確実に消防運転を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１に係るエレベータ装置を示すブロック図である。
【図２】地震時自動診断運転が終了した後におけるエレベータ装置の動作を示すフローチ
ャートである。
【図３】地震時自動診断運転が行われている途中で消防運転の要求があった場合における
エレベータ装置の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１に係るエレベータ装置を示すブロック図である。図にお
いて、エレベータ装置は、地震を感知する地震感知器１と、消防運転を行うための消防運
転スイッチ装置２と、地震時自動診断運転を行う際にエレベータ装置についての異常を診
断する異常診断装置３と、エレベータ装置の運転を制御する制御装置４とを備えている。
エレベータ装置は、制御装置４の制御によって、地震時管制運転、地震時自動診断運転、
消防運転、通常運転および運転休止を切り換えて行うようになっている。
【００１０】
　地震感知器１は、エレベータ装置が設置された建築物の揺れを感知する。地震感知器１
は、例えば、エレベータ機械室または昇降路ピットに設置されている。地震感知器１は、
地震を感知すると、制御装置４に対して地震情報を出力する。
【００１１】
　消防運転スイッチ装置２は、エレベータかごに設置されている。消防運転スイッチ装置
２は、消防時に操作される一次消防スイッチ２１および二次消防スイッチ２２を有してい
る。消防運転スイッチ装置２は、一次消防スイッチ２１が操作された場合に、一次消防ス
イッチ２１が操作されたことを示す一次消防情報を制御装置４に対して出力する。また、
消防運転スイッチ装置２は、二次消防スイッチ２２が操作された場合に、二次消防スイッ
チ２２が操作されたことを示す二次消防情報を制御装置４に対して出力する。
【００１２】
　異常診断装置３は、エレベータ装置が地震時自動診断運転を行う際に、消防運転を行う
ことができない消防運転不可異常および消防運転を行うことができるものの通常運転を行
うことができない通常運転不可異常のそれぞれについて有無を診断する。消防運転不可異
常としては、重大な異常であって、例えば、巻上機トルクの異常、終点スイッチの異常、
着床装置の異常などが挙げられる。通常運転不可異常としては、軽微な異常であって、例
えば、エレベータかごの昇降時における異音もしくは異常振動の発生、または、戸開閉速
度の異常などが挙げられる。異常診断装置３は、診断結果を制御装置４に出力する。
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【００１３】
　制御装置４は、地震感知器１から地震情報が入力されると、エレベータ装置が地震時管
制運転を行うように動作する。
【００１４】
　また、制御装置４は、地震時管制運転が行われた後に、エレベータ装置が地震時自動診
断運転を行うように動作する。地震時自動診断運転では、制御装置４は、超低速走行、低
速走行、定格速走行の順にかごを走行させて、異常診断装置３にエレベータ装置の異常を
診断させる。
【００１５】
　また、制御装置４は、消防運転不可異常があると異常診断装置３が診断した場合には、
エレベータ装置を運転休止させる。
【００１６】
　また、制御装置４は、消防運転不可異常がないと異常診断装置３が診断した場合であっ
て、消防運転スイッチ装置２から一次消防情報または二次消防情報が入力された場合、つ
まり、消防運転が要求された場合には、エレベータ装置が消防運転を行うように動作する
。消防運転の具体例としては、一次消防情報が入力された場合には、制御装置４は、乗場
呼びを無効とし、各階で乗場呼びがされても、それに応じることなく目的階まで直行させ
る。一方、二次消防情報が入力された場合には、制御装置４は、乗場の戸開検出装置の検
出結果を無効とし、エレベータかごまたは乗場の扉が戸閉位置にない状態であっても、エ
レベータかごの走行が可能となる。
【００１７】
　また、制御装置４は、異常診断装置３が消防運転不可異常および通常運転不可異常の何
れもないと診断した場合であって、消防運転スイッチ装置２から一次消防情報および二次
消防情報の何れも入力されていない場合、つまり、消防運転が要求されていない場合には
、制御装置４は、エレベータ装置が通常運転を行うように動作する。
【００１８】
　また、制御装置４は、消防運転不可異常がなく通常運転不可異常があると異常診断装置
３が診断した場合であって、消防運転スイッチ装置２から一次消防情報および二次消防情
報の何れも入力されていない場合、つまり、消防運転が要求されていない場合には、エレ
ベータ装置を運転休止させる。
【００１９】
　次に、エレベータ装置の運転方法について説明する。まず、消防運転が要求されていな
い場合におけるエレベータ装置の地震時自動診断運転について説明する。消防運転が要求
されずに、地震時管制運転が終了すると、エレベータ装置は、消防運転不可異常および通
常運転不可異常のそれぞれについての地震時自動診断運転を行う（地震時自動診断運転工
程）。消防運転不可異常および通常運転不可異常のそれぞれについての地震時自動診断運
転は、同時進行で行われる。
【００２０】
　次に、地震時自動診断運転が終了した後におけるエレベータ装置の動作について説明す
る。図２は地震時自動診断運転が終了した後におけるエレベータ装置の動作を示すフロー
チャートである。まず、制御装置４は、異常診断装置３の診断結果に基づいて、消防運転
不可異常または通常運転不可異常かがあるか否かを判定する（ステップＳ１０１）。ステ
ップＳ１０１で、消防運転不可異常および通常運転不可異常の何れもないと制御装置４が
判定すると、エレベータ装置は、通常運転（運転再開）を行う（通常運転工程）（ステッ
プＳ１０２）。その後、制御装置４は、消防運転の要求があるか否かを判定する（ステッ
プＳ１０３）。
【００２１】
　ステップＳ１０３で、消防運転の要求があると制御装置４が判定すると、エレベータ装
置は、消防運転を開始し（消防運転工程）（ステップＳ１０４）、その後、エレベータ装
置は、消防運転を終了し（ステップＳ１０５）、その後、エレベータ装置は、通常運転（



(5) JP 5955819 B2 2016.7.20

10

20

30

40

50

運転再開）を行う（通常運転工程）（ステップＳ１０６）。ステップＳ１０３で、消防運
転の要求がないと制御装置４が判定すると、エレベータ装置は、通常運転を継続する。
【００２２】
　一方、ステップＳ１０１で、消防運転不可異常または通常運転不可異常があると制御装
置４が判定すると、制御装置４は、異常診断装置３の診断結果に基づいて、消防運転不可
異常があるか否かを判定する（ステップＳ１０７）。ステップＳ１０７で、消防運転不可
異常があると制御装置４が判定すると、エレベータ装置は、消防運転が不可（運転休止）
となる（運転休止工程）（ステップＳ１０８）。
【００２３】
　一方、ステップＳ１０７で、消防運転不可異常がないと制御装置４が判定すると、制御
装置４は、消防運転の要求があるか否かを判定する（ステップＳ１０９）。
【００２４】
　ステップＳ１０９で、消防運転の要求があると制御装置４が判定すると、エレベータ装
置は、消防運転を開始し（消防運転工程）（ステップＳ１１０）、その後、エレベータ装
置は、消防運転を終了し（ステップＳ１１１）、その後、エレベータ装置は、運転休止と
なる（運転休止工程）（ステップＳ１１２）。
【００２５】
　ステップＳ１０９で、消防運転の要求がないと制御装置４が判定すると、ステップＳ１
１２に進む。
【００２６】
　次に、地震時自動診断運転が行われている途中で消防運転の要求があった場合のエレベ
ータ装置の動作について説明する。図３は地震時自動診断運転が行われている途中で消防
運転の要求があった場合におけるエレベータ装置の動作を示すフローチャートである。ま
ず、地震時管制運転が終了すると、エレベータ装置は、地震時自動診断運転を開始する（
地震時自動診断運転工程）（ステップＳ２０１）。
【００２７】
　地震時自動診断運転工程において、消防運転の要求があると（ステップＳ２０２）、エ
レベータ装置は地震時自動診断運転を中断し（ステップＳ２０３）、その後、エレベータ
装置は、消防運転不可異常についてのみの地震時自動診断運転を行う（消防運転不可異常
診断運転工程）（ステップＳ２０４）。つまり、異常診断装置３は、通常運転不可異常の
有無よりも消防運転不可異常の有無を優先して診断する。この時、エレベータ装置は、エ
レベータかごの走行速度を通常の走行速度よりも上げて地震時自動診断運転を行う。
【００２８】
　ステップＳ２０４の地震時自動診断運転が終了した後、制御装置４は、異常診断装置３
の診断結果に基づいて、消防運転不可異常があるか否かを判定する（ステップＳ２０５）
。ステップＳ２０５で、消防運転不可異常があると制御装置４が判定すると、エレベータ
装置は、消防運転が不可（運転休止）となる（運転休止工程）（ステップＳ２０６）。
【００２９】
　一方、ステップＳ２０５で、消防運転不可異常がないと制御装置４が判定すると、エレ
ベータ装置は、消防運転を行う（消防運転工程）（ステップＳ２０７）。
【００３０】
　ステップＳ２０７の消防運転が終了した後、エレベータ装置は、まだ有無が診断されて
いない通常運転不可異常についての地震時自動診断運転を行う（通常運転不可異常診断運
転工程）（ステップＳ２０８）。
【００３１】
　ステップＳ２０８の地震時自動診断運転が終了した後、制御装置４は、異常診断装置３
の診断結果に基づいて、通常運転不可異常があるか否かを判定する（ステップＳ２０９）
。ステップＳ２０９で、通常運転不可異常があると制御装置４が判定すると、エレベータ
装置は、運転休止となる（ステップＳ２１０）。
【００３２】



(6) JP 5955819 B2 2016.7.20

10

20

30

40

　一方、ステップＳ２０９で、通常運転不可異常がないと制御装置４が判定すると、エレ
ベータ装置は、通常運転を行う（通常運転工程）（ステップＳ２１１）。
【００３３】
　以上説明したように、この発明の実施の形態１に係るエレベータ装置によれば、操作さ
れることによって消防運転が要求される消防運転スイッチ装置２と、地震時自動診断運転
を行う際に、消防運転不可異常および通常運転不可異常のそれぞれについて有無を診断す
る異常診断装置３とを備え、消防運転不可異常があると異常診断装置３が診断する場合に
は運転休止となり、消防運転不可異常がないと異常診断装置３が診断する場合であって消
防運転が要求された場合には消防運転を行うので、地震時自動診断運転において、消防運
転を行うことができるものの通常運転を行うことができない程度の軽微な異常が検出され
た場合には、エレベータ装置は、消防運転が要求されることによって消防運転を行うこと
ができる。その結果、エレベータ装置は、より確実に消防運転を行うことができる。
【００３４】
　また、異常診断装置３は、地震時自動診断運転が行われている途中で消防運転が要求さ
れた場合に、通常運転不可異常の有無よりも消防運転不可異常の有無を優先して診断する
ので、消防運転不可異常の有無をより速く診断することができる。その結果、エレベータ
装置は、より早く消防運転を開始することができる。
【００３５】
　また、エレベータ装置は、消防運転不可異常および通常運転不可異常の何れもないと異
常診断装置３が診断する場合であって消防運転が要求されていない場合には通常運転を行
うので、地震時診断運転が行われた後に、一般の利用者がエレベータ装置を利用すること
ができる。
【００３６】
　また、エレベータ装置は、消防運転不可異常がなく通常運転不可異常があると異常診断
装置３が診断する場合であって消防運転が要求されていない場合には運転休止となるので
、通常運転不可異常がある場合に、一般の利用者がエレベータ装置を利用することを防止
することができる。
【００３７】
　また、この発明の実施の形態１に係るエレベータ装置の運転方法によれば、地震時自動
診断運転を行う地震時自動診断運転工程と、消防運転不可異常があると異常診断装置３が
診断する場合には運転休止となる運転休止工程と、消防運転不可異常がないと異常診断装
置３が診断する場合であって消防運転が要求された場合には消防運転を行う消防運転工程
とを備えているので、地震時自動診断運転において、消防運転を行うことができるものの
通常運転を行うことができない程度の異常が検出された場合には、エレベータ装置は、消
防運転が要求されることによって消防運転を行うことができる。その結果、エレベータ装
置は、より確実に消防運転を行うことができる。
【００３８】
　また、地震時自動診断運転工程において、消防運転が要求された場合には、異常診断装
置３は、通常運転不可異常の有無よりも消防運転不可異常の有無を優先して診断するので
、消防運転不可異常の有無をより速く診断することができる。その結果、エレベータ装置
は、より早く消防運転を開始することができる。
【００３９】
　なお、上記実施の形態１では、エレベータ装置が地震時自動診断運転の後に通常運転を
行う構成について説明したが、この通常運転には、仮復旧運転も含まれる。
【符号の説明】
【００４０】
　１　地震感知器、２　消防運転スイッチ装置、３　異常診断装置、４　制御装置、２１
　一次消防スイッチ、２２　二次消防スイッチ。
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